
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2022 年 1 月から電子取引は必ず一定の要件を満たしたデータ保存が求められるところ、当該要 

件を満たすための準備が間に合わないなど、事業者の事情に配慮した措置が設けられました。 
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対応困難な実情に配慮した 2 年間の 

宥恕措置 ～電子取引の保存～ 

電子取引とは 

（1）書類の保存義務 

 所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方

から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付し

たこれらの書類の写しの保存義務が定められていま

す。 

 

（2）電子取引とは 

 電子取引とは、上記（1）と同様の取引情報（書類

に通常記載される日付、取引先、金額等の情報）の

授受を、電磁的方式により行う取引をいいます。具

体的には下図の他、次のデータの授受も電子取引に

該当します。 

（1）の保存義務者がこの電子取引を行った場合に

は、その取引情報を電磁的記録により保存しなけれ

ばなりません。これまでは書面に印字して保存する

方法も認められていましたが、2022 年 1 月 1 日以後

に行う電子取引の取引情報からは、原則、次ページ

（3）の要件を満たしたデータ保存が求められます。 

＊1月 5日（水） 1 月誕生会 

1 月生まれの方を事務所全員で祝いました。 

所長よりプレゼントの贈呈がありました。 
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電話：097-529-5757 （総務通信担当者宛） メール：soumu@ideasoken.jp 

Blog と Facebook で事務所の様子や 

職員の日常を紹介しています！ 

どうぞご覧下さい。 
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書面に印字して保存している事業者がこの措置を

適用する場合は、次のとおり引き続き書面に印字し

て保存することが可能です。 

 

事業者の事情に配慮した宥恕措置 

（3）電磁的記録の保存等を行う場合の要件 

電子取引の取引情報を電磁的記録により保存等す

るにあたっては、真実性や可視性を確保するための

要件を満たす必要があります。具体的には以下の要

件となります。 

事務処理規程や索引簿のひな型は、国税庁のサイ

トから入手することができます。 

なお、2022 年 1 月 1 日時点で（3）の要件を満た

さないことについてやむを得ない事情があるとして

も、2023 年 12 月 31 日までの 2年の間に要件を満た

せるよう準備は必要です。 

 

 

＊ＭｙＫｏｍｏｎニュースレターより引用 

 

データの保存にあたり、（3）の要件を満たすため

の準備が間に合わない事業者の事情に配慮し、2022

年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日までの電子取引

について、次のすべてを満たす場合には（3）の要件

を満たさないデータの保存を可能とする措置が、令

和 4年度税制改正により設けられました。 


